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・認定希望日について、入園の方は入園年月日、転園の方

は転園年月日、転入の方は転入年月日を記入してください。

・原則子ども支援課で収受した日が認定日（請求可能日）

です。遡りの認定はできません。

・転入された方は転入から14日以内の申請に限り、転入日

まで遡ります。

兄弟姉妹で申請する場合は、申請対象者全員のお名前を

ご記入ください。



☑

☑

☑☑

☑ ☑

☑

☑

・各種証明書類は申請から遡って３か月以内に発行され

たものが有効です。

・すべての書類がそろわないと受付できません。

・復職予定、就労内定で申請される場合は、就労証明書

に記載された「復職予定日」から２週間以内に、復職、

就労を開始したことを証明する「復職証明書・就労証明

書」を子ども支援課にご提出ください。提出が確認でき

ない場合、認定を取り消す場合がございます。

また、就労証明書に記入した復職予定日と、その後提

出された書類に記載された復職日に差異があった場合に

は、実際の復職日からの認定となります。

新３号認定を希望する方はか必ずご記入ください。


